
第８類 衛生（北九州市健康増進法施行細則） 

 

北九州市健康増進法施行細則  
 

平 成 １５年 １２月 １日  

                                 規 則 第 ９ ７ 号 

 

 （趣 旨 ）  

第 １条  健 康 増 進 法 （平 成 １４年 法 律 第 １０３号 。以 下 「法 」という。 ）の施 行 に

ついては、健 康 増 進 法 施 行 令 （平 成 １４年 政 令 第 ３６１号 ）及 び健 康 増 進 法

施 行 規 則 (平 成 １５年 厚 生 労 働 省 令 第 ８６号 。以 下 「省 令 」という。 )に定 める

もののほか、この規 則 の定 めるところによる。  

 

 （国 民 健 康 ・栄 養 調 査 の調 査 世 帯 の指 定 の通 知 ）  

第 ２条  省 令 第 ２条 第 ２項 の規 定 による通 知 は、国 民 健 康 ・栄 養 調 査 世 帯 指

定 通 知 書 （第 １号 様 式 ）により行 うものとする。  

 

第 ３条  法 第 ２０条 第 １項 の規 定 による事 業 の開 始 の届 出 は、給 食 事 業 開 始

届 （第 ２号 様 式 ）によるものとする。  

 

 （届 出 事 項 の変 更 の届 出 ）  

第 ４条  法 第 ２０条 第 ２項 の規 定 による届 出 事 項 の変 更 の届 出 は、給 食 事 業

変 更 届 （第 ３号 様 式 ）によるものとする。  

 

 （特 定 給 食 施 設 の事 業 の廃 止 等 の届 出 ）  

第 ５条  法 第 ２０条 第 ２項 の規 定 による事 業 の休 止 又 は廃 止 の届 出 は、給 食

事 業 廃 止 （休 止 ）届 （第 ４号 様 式 ）によるものとする。  

 

 （管 理 栄 養 士 の必 置 の指 定 等 ）  

第 ６条  市 長 は、法 第 ２１条 第 １項 の規 定 による指 定 は、管 理 栄 養 士 必 置 指

定 通 知 書 （第 ５号 様 式 ）により、法 第 ２０条 第 １項 に規 定 する特 定 給 食 施 設

（以 下 「特 定 給 食 施 設 」という。 ）の設 置 者 に通 知 することにより行 うものとする。  

２  市 長 は、前 項 の指 定 をした特 定 給 食 施 設 が省 令 第 ７条 の規 定 に該 当 しな

くなったと認 めるときは、当 該 指 定 を取 り消 すものとする。この場 合 においては、

管 理 栄 養 士 必 置 指 定 取 消 通 知 書 （第 ６号 様 式 ）により、当 該 特 定 給 食 施

設 の設 置 者 に通 知 するものとする。  

 

 （栄 養 管 理 の報 告 ）  

第 ７条  法 第 ２４条 第 １項 の規 定 に基 づく報 告 は、毎 年 ５月 及 び１１月 に実 施 し

た給 食 について、それぞれの月 の翌 月 の１０日 までにしなければならない。  

 

 （委 任 ）  

第 ８条  この規 則 の施 行 に関 し必 要 な事 項 は、保 健 福 祉 局 長 が定 める。  

 

   付  則  

 この規 則 は、公 布 の日 から施 行 する。  


